
高齢者の方の運転免許証自主返納を支援します。

１　70歳以上の方（永平寺町の住民基本台帳に記載されている方）

２　運転免許証を自主返納（又は免許失効）し、令和３年４月１日以降に運転経歴証明書の

　　交付を受けた方

１　運転経歴証明書の交付に係る申請手数料1,100円を補助します。

２　えちぜん鉄道の回数券又はタクシー利用券のいづれか１種類を交付します。

　　・支援は１人につき１回限りとします。

　　・えちぜん鉄道回数券の交付は、区間金額680円を上限とします。

　　・タクシー利用券の交付は、額面500円の10枚つづり、総額5,000円とします。

　　・タクシー利用券は、永平寺観光㈱と松岡交通㈱のタクシー乗車料金を精算する

　　　際に利用できます。（差額分は現金で支払い）

１　福井警察署、福井県運転教育センター等で運転免許証の「全部取消し」手続きを

　　してください。

　　＜必要書類＞　運転免許証

２　上記の手続き後、運転経歴証明書の交付手続きをしてください。

　　＜必要書類＞　1,100円（福井県の収入証紙）、写真1枚（６ケ月以内に撮影）

３　永平寺町総合政策課 公共交通対策室または各支所にて、支援の申請をしてください。

　　＜必要書類＞　運転経歴証明書（写し）、申請者名義の金融機関の通帳（写し）　

　　※詳しくは、永平寺町HPの「運転免許証の自主返納手続き」をご覧ください。

●お問合せ

　永平寺町総合政策課　公共交通対策室

　電話　0776-61-3942（直通）

　E-mail　seisaku@town.eiheiji.fukui.jp　

永平寺町HP

永平寺町では、令和3年4月１日より高齢者の運転免許証の自主返納を支援します。

高齢運転者による交通事故の減少を図るとともに、免許返納後の移動手段の確保に対して

支援を行い、公共交通機関等の活用促進を図ります。
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